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鰍
の
全
国
火
災
予
防
運
動

全
国
統
一
防
火
標
語

『
「
消
し
た
か
な
」

あ
な
た
を
守
る
　
合
言
葉
』

日
月
9
日
（
火
）
か
ら
月
日
（
月
）
ま
で

の
間
、
全
国
一
斉
に
秋
の
火
災
予
防
運

動
が
行
わ
れ
ま
す
。

住
宅
防
火
、
い
の
ち
を
守
る
7
つ
の

ポ
イ
ン
ト
（
3
つ
の
習
慣
・
4
つ
の
対
策
）

臆
3
つ
の
習
慣

○
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る
。

○
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の
か

ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る
。

○
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ
る

と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す
。

臆
4
つ
の
対
策

○
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅
用

火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

○
寝
具
、
衣
類
及
び
カ
ー
テ
ン
か
ら
の

火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、
防
炎
品
を
使

用
す
る
。

○
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め

に
、
住
宅
用
消
火
器
等
を
設
置
す
る
。

○
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
を

守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協
力
体
制

を
つ
く
る
。

1
1
月
1
1
日
は
「
住
宅
防
火
の
日
」
で
す
。

住
宅
防
火
意
識
の
高
揚
と
住
宅
火
災

の
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。
住
宅
火
災

か
ら
大
切
な
生
命
を
守
る
た
め
に
住
宅

用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら

れ
ま
し
た
。
新
築
住
宅
は
、
平
成
1
8
年

6
月
1
日
か
ら
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

既
存
住
宅
は
、
平
成
2
3
年
6
月
1
日
か

ら
義
務
化
さ
れ
ま
す
。
で
き
る
だ
け
早

い
時
期
に
設
置
を
お
願
い
し
ま
す
。

間
合
先
　
市
消
防
本
部

℡
（
4
3
）
1
1
1
9

〈
l
′
髄
鞘
請
託
龍
」

消
防
に
対
す
る
正
し
い
理
解
と
認
識

を
深
め
、
防
火
防
災
意
識
の
高
揚
、
地

域
ぐ
る
み
の
防
災
体
制
の
確
立
を
目
的

と
し
て
、
昭
和
6
2
年
か
ら
日
月
9
日
を

「
1
1
9
番
の
目
」
と
し
て
い
ま
す
。

消
火
活
動
や
救
急
・
救
助
活
動
は
、

1
分
1
秒
の
時
間
と
の
勝
負
で
す
。
も

し
慌
て
て
、
場
所
な
ど
を
正
し
く
伝
え

ら
れ
な
け
れ
ば
、
消
防
車
両
な
ど
の
現

場
へ
の
到
着
が
遅
れ
て
し
ま
い
、
被
害

が
拡
大
し
大
惨
事
と
な
る
こ
と
や
助
か

る
は
ず
の
命
が
助
か
ら
な
く
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

災
害
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
起
こ
る
か

わ
か
り
ま
せ
ん
。
い
ざ
と
い
う
時
に
備

え
、
電
話
機
の
そ
ば
に
自
宅
の
場
所
の

説
明
の
仕
方
や
電
話
番
号
な
ど
の
必
要

事
項
を
書
い
た
メ
モ
を
貼
っ
て
お
く
な

ど
、
普
段
か
ら
落
ち
着
い
て
正
確
な
通

報
が
で
き
る
よ
う
次
の
点
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

①
火
災
・
教
急
の
別

「
火
事
で
す
」
ま
た
は
「
救
急
で
す
」
と

は
っ
き
り
言
う
こ
と
。

②
場
所

住
所
は
正
し
く
、
詳
し
く
言
う
こ
と
。

目
印
と
な
る
、
建
物
や
公
園
な
ど
も
伝

え
る
こ
と
。

③
火
災
・
事
故
な
ど
の
状
況

火
災
・
事
故
・
傷
病
者
な
ど
の
状
況

を
正
確
に
分
か
り
や
す
く
言
う
こ
と
。

④
通
報
者
の
氏
名
・
連
絡
先

「
私
の
名
前
は
、
〇
〇
〇
〇
で
す
。

電
話
番
号
は
、
△
△
△
－
□
□
口
で
す
」

と
通
報
者
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

⑤
携
嵩
電
話
な
ど
忙
よ
る
通
報
の
場
合

通
報
後
し
ば
ら
く
の
間
は
、
電
源
を

切
ら
ず
に
そ
の
場
に
い
る
こ
と
。

携
帯
電
話
か
ら
も
、
一
般
電
話
と
同

様
に
局
番
な
し
の
1
1
9
番
で
消
防

署
に
つ
な
が
り
ま
す
。
た
だ
し
、
市
の

境
界
付
近
な
ど
電
波
の
状
態
に
よ
っ
て

は
、
大
月
市
消
防
本
部
や
富
士
五
潮
消

防
本
部
へ
つ
な
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
は
、

今
い
る
場
所
を
伝
え
る
と
都
留
市
消
防

署
に
転
送
さ
れ
ま
す
。

間
合
先
　
市
消
防
本
部

℡
（
4
3
）
1
1
1
9

完
醤
P
E
C
首
脳
会
議
警
備
へ

志
撥
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
月
1
0
日
（
水
）
か
ら
日
日
（
木
）
、
日

月
1
3
日
（
土
）
か
ら
出
目
（
目
）
の
間
、
神

奈
川
県
横
浜
市
で
A
P
E
C
首
脳
会
議

が
開
催
さ
れ
ま
す
。
近
年
、
こ
う
し
た

国
際
会
議
は
、
国
際
テ
ロ
組
織
な
ど
の

標
的
に
な
り
、
大
規
模
な
テ
ロ
や
過
激

な
反
対
運
動
が
発
生
す
る
な
ど
し
て
い

ます。本
県
は
、
A
P
E
C
首
脳
会
議
が
開

催
さ
れ
る
神
奈
川
県
に
隣
接
す
る
こ
と

を
踏
ま
え
て
、
対
策
を
推
進
し
て
い
ま

す
。
何
か
不
審
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

間
合
先
　
大
月
警
察
署

℡
（
2
2
）
0
1
1
0

三
言
「
‖
∵
五
言
廿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

議
醒
談
醗
酷

市
で
は
、
従
業
員
と
し
て
消
防
団
員

を
雇
用
し
て
い
る
事
業
所
が
、
そ
の
従

業
員
の
消
防
団
活
動
に
積
極
的
に
協
力

し
て
い
た
り
、
事
業
所
と
し
て
消
防
団

活
動
に
協
力
し
て
い
た
り
す
る
場
合
に

「
都
留
市
消
防
団
協
力
事
業
所
表
示
証
」

を
交
付
し
て
い
ま
す
。
詳
細
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

消
防
団
活
動
に
ご
理
解
・
ご
協
力
を

い
た
だ
い
て
い
る
事
業
所
の
皆
様
の
多

く
の
申
請
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

平
成
2
1
年
度
ま
で
に
交
付
を
行
っ
た

事
業
所
は
「
J
A
ク
レ
イ
ン
農
業
協
同

組
合
」
「
谷
内
建
設
株
式
会
社
」
「
コ
ニ
カ

ミ
ノ
ル
タ
電
子
株
式
会
社
」
「
エ
ヌ
ジ
ー

ケ
イ
・
セ
ラ
ミ
ッ
ク
デ
バ
イ
ス
株
式
会

社
山
梨
工
場
」
「
都
留
信
用
組
合
」
「
ユ
ニ

テ
ッ
ク
株
式
会
社
」
「
テ
ク
ノ
ハ
ウ
ス
株

式
会
社
」
「
株
式
会
社
O
M
T
L
r
N
B
C

株
式
会
社
山
梨
都
留
工
場
」
で
す
。

間
合
先
　
消
防
防
災
課
　
消
防
団
担
当

℡
（
4
3
）
1
1
1
9

壷
擾
強
制
抑
留
者
の
皆
さ
ん
へ

シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者
に
対
す

る
特
別
給
付
金
の
請
求
受
け
付
け
が
、

1
0
月
2
5
日
（
月
）
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

対
象
者
　
戦
後
強
制
抑
留
者
で
平
成
2
2

年
6
月
1
6
日
に
日
本
国
籍
を
有
す
る
ご

存
命
の
方
で
す
。

受
付
期
間

1
0
月
2
5
日
～
平
成
2
4
年
3
月
3
1
日

受
付
時
間
　
平
日
9
時
～
1
8
時

請
求
書
類
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

ま
だ
、
お
手
元
に
届
い
て
い
な
い
方
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

間
合
先
　
独
立
行
政
法
人
平
和
記
念
事

業
特
別
基
金
　
事
業
部
特
別
給
付
金
担
当

℡
0
5
7
0
（
0
5
9
）
2
0
4

※
I
P
電
話
、
P
H
S
か
ら
は

℡
0
3
（
5
8
6
0
）
2
7
4
8

怨
韻
書
か
ら
の
お
知
ら
せ

～
相
続
ま
た
は
贈
与
な
ど
に
係
る
生
命

（
損
害
）
保
険
契
約
な
ど
に
基
づ
く
年

金
の
税
務
上
の
取
り
扱
い
の
変
更
に
つ

い
て
～

相
続
、
贈
与
な
ど
に
よ
り
取
得
し
た

生
命
保
険
契
約
や
損
害
保
険
契
約
な
ど

に
係
る
年
金
の
所
得
税
の
取
り
扱
い
を

改
め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

こ
の
取
り
扱
い
の
変
更
に
よ
り
、
所

得
税
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ミ
ミ
≦
⊃
〔
a
．
g
O
．
j
p
）

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
大
月
税
務
署
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

間
合
先
　
大
月
税
務
署

℡
（
2
2
）
3
1
5
1

義
輝
期
事
業
資
金
」
融
資
制
度

露
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

県
で
は
、
小
規
模
企
業
者
の
資
金
需

要
に
対
応
す
る
た
め
、
年
間
を
通
じ
て

利
用
で
き
る
短
期
の
事
業
資
金
を
融
資

し
て
い
ま
す
。

融
資
対
象
者
　
常
時
使
用
す
る
従
業
員


